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議員提出議案第１号 

 

 

大阪広域環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案 

 

 

本案を別紙のとおり提出する。 

 

 

令和４年２月８日 

  

大阪広域環境施設組合議会議長 松崎 孔 様 

 

 

         提 出 者 

 

          岡 田 妥 知  大 内 啓 治  出 雲 輝 英 

 

          梅 園   周  片 山 一 歩  佐々木 り え 

 

          伊 藤 亜 実  西   徳 人  小 笹 正 博 

 

          岸 本   栄  永 井 啓 介  山 本 長 助  

 

          加 藤 仁 子  井 上   浩  畑 中 一 成 

 

          桝 井 政佐美  谷 沢 千賀子  中 田 靖 人 

 

          平 野 良 子  高 島   賢 
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（別紙） 

 

大阪広域環境施設組合議会会議規則の一部を改正する規則案 

 

大阪広域環境施設組合議会会議規則（平成27年２月２日組合議会議決）の一部を次のように

改正する。 

次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」と

いう。）を加える。 

改正後 改正前 

（情報通信端末機器の使用） 

第65条の２ 議員は、情報通信端末機器(タ

ブレット型端末及びパーソナルコンピュ

ータに限る。以下同じ。)を会議において

使用することができる。 

２ 議員の情報通信端末機器の使用につい

ては、前条の規定を準用する。 

３ 前２項の規定は、説明員並びに書記長、

書記及びその他職員の情報通信端末機器

の使用について準用する。 

 

[新設] 

 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した

傍線は注記である。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

説 明 

 議会のペーパーレス化を推進するに伴い情報通信端末機器の使用規定を加えるため、会議規

則の一部を改正する必要があるので、この案を提出する。 


